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架空名義入札に頑健な組合せオークションプロトコル

横 尾 真† 櫻 井 祐 子† 松 原 繁 夫†

本論文では，インターネットオークションで深刻な問題となりうる架空名義入札に対して，頑健性
が保証される新しい組合せオークションプロトコルを提案する．インターネットを利用することによ
り低コストで大規模なオークションが可能となった一方で，ネットワークでの匿名性を利用した新し
いタイプの不正行為が問題となる．このような不正行為の 1つとして，単一のエージェントが，複数
の名義を用いて入札を行う架空名義入札が存在する．従来，架空名義入札が存在しない場合には，一
般化Vickreyオークション（GVA）により，支配戦略において誘因両立性，パレート効率性，個人合
理性が保証されることが知られている．一方，複数財の組合せオークションにおいて架空名義入札が
可能な場合には，GVAのみならず，どのようなオークションメカニズムをもってしても，すべての場
合において，誘因両立性，パレート効率性，個人合理性を同時に満たすものは存在しないことが示さ
れている．本論文で提案するレベル付分割セットプロトコルは，財の留保価格を用いて，財をまとめ
て売るか，個別に売るかの判断をする点が特徴であり，パレート効率性は保証できないが，誘因両立
性，個人合理性を満たす．シミュレーションを用いて，本プロトコルで適切な留保価格を設定した場
合に，すべての財をまとめて売るプロトコルと比較して，より良い社会的余剰が得られることを示す．

Robust Combinatorial Auction Protocol against False-name Bids

Makoto Yokoo,† Yuko Sakurai† and Shigeo Matsubara†

This paper presents a new combinatorial auction protocol that is robust against false-name
bids. Internet auctions have become an integral part of Electronic Commerce (EC) and a
promising field for applying agent and Artificial Intelligence technologies. Although the In-
ternet provides an excellent infrastructure for combinatorial auctions, we must consider the
possibility of a new type of cheating, i.e., an agent tries to profit from submitting several
bids under fictitious names (false-name bids). If there exists no false-name bid, the gener-
alized Vickrey auction protocol (GVA) satisfies individual rationality, Pareto efficiency, and
incentive compatibility. On the other hand, when false-name bids are possible, it is theoreti-
cally impossible for any combinatorial auction protocol to simultaneously satisfy these three
properties in all cases. Our newly developed Leveled Division Set (LDS) protocol, which is a
modification of the GVA, utilizes reservation prices of auctioned goods for making decisions
on whether to sell goods in a bundle or separately. The LDS protocol satisfies individual
rationality and incentive compatibility, although it is not guaranteed to achieve a Pareto ef-
ficient social surplus. Simulation results show that the LDS protocol can achieve a better
social surplus than that for a protocol that always sells goods in a bundle.

1. は じ め に

インターネットオークションは急激に発展してきて

いる電子商取引の一形式であり，少ないコストで遠隔

地から不特定多数の人々が参加可能であるという利点

を持つ．現在，数多くの商業オークションサイトが存

在し，その収益は年々増加している．インターネット

オークションは人工知能/エージェント技術の有望な適
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用分野と考えられ，これまでに様々な理論的/実践的研

究が行われている8),11),12)．近年，特に注目を集めて

いる分野として，組合せオークション（combinatorial

auction）に関する研究が存在する1),2),9),10),12)．組合

せオークションでは，価値に依存関係のある複数の財

が同時に販売され，入札者は任意の財の組合せに対し

て入札を行うことが可能である．

組合せオークションでは，入札者は複数の財に対す

る補完的/代替的な効用を表明することが可能である．

たとえば，アメリカの連邦通信委員会（FCC）の無線

周波数帯オークション4)では，入札者は隣接する地域

の周波数帯の利用権を同時に得ることを望むことが考
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えられる（隣接する地域の利用権は補完性を持つ）が，

一方，ある地域の利用権が得られるならば，具体的に

どの周波数帯が割り当てられるかに関しては無関心で

ある（同じ地域内の周波数帯は代替性を持つ）ことが

予想される．組合せオークションでは，このような補

完的/代替的な効用を考慮することで，参加者の効用

と売手の収入を同時に増加することが可能となる．

一方，インターネットオークションでは，ネットワー

クでの匿名性を利用した新しいタイプの不正行為が生

じる可能性がある．そのような行為の 1つとして，あ

るエージェントが複数のエージェントになりすまして，

いくつもの名義で入札をすること（架空名義入札）が

考えられる．オークションにおける他の不正行為とし

て複数の参加者同士の結託/談合があるが，結託に関

しては従来，多数の研究が存在する2),5),8)．架空名義

入札は結託の一種であると考えられるが，通常の結託

と比較して架空名義入札は個人で実行可能であり，結

託に参加するエージェントを探し，結託に参加するよ

う説得することが不要であるため，より容易に実行可

能である．また，ネットワーク環境では，各エージェ

ントの身元を正確に認証することは事実上不可能であ

る．よって，インターネットオークションでは架空名

義入札は深刻な問題となりうる．

組合せオークションに対する架空名義入札の影響に

関して，文献 6)，7)，13)，14)において報告されて

いる結果は以下のとおりである．

• 従来，以下に説明する 3つの性質，すなわち，誘

因両立性，個人合理性，およびパレート効率性を

満足するとされてきた一般化Vickreyオークショ

ンプロトコル（GVA）10),12)に関して，架空名義

入札が可能な場合は誘因両立性，パレート効率性

が満足されないことを示した．

• どのような組合せオークションプロトコルをもっ
てしても，架空名義入札が可能である場合には，

すべての場合において，誘因両立性，パレート効

率性，個人合理性を同時に満たすことは不可能で

あることを証明した．

• 架空名義での表明が可能な場合にも，顕示原理3)

が成立することを示した．

以下，いくつかの用語の定義を行う．

本論文では個人価値のオークション3),5)を対象と

する．

定義 1 個人価値のオークションでは，各エージェ

ントは，財に対する自身の選好/評価値を曖昧性なく

知っており，この評価値は他のエージェントの評価値

とは独立である．

また，各エージェントの効用は準線形3),5)であるこ

とを仮定する．

定義 2 エージェントの効用が準線形であるとは，

財を得た場合の効用は，割り当てられた財の評価値と

その財への支払額の差分で与えられ，財を得なかった

場合の効用は 0であることを意味する．

個人価値，準線形の効用という仮定は，理論的な解

析を可能にするために一般に用いられているもので

ある．

オークションは一種の不完全情報の元でのゲーム3),5)

であり，オークションのプロトコルを決めることは，

ゲームのルールを規定することに相当する．本論文

では，売手/オークションの主催者がオークションプ

ロトコル，すなわちゲームのルールを設計し，買手が

プロトコル/ゲームの参加者であるとする．一般には，

ゲームのルールを規定しただけでは，ゲームの結果が

どうなるかは予測できない．オークションの結果がど

うなるかは，どのような選好/評価値を持つエージェ

ントが存在するか，また，これらのエージェントがど

のような戦略を用いて入札額を決定するかに依存する．

しかしながら，オークションのプロトコル/ゲームの

ルールを巧妙に設計することにより，エージェントが

合理的であることのみを仮定すれば，エージェントが

どのような選好/評価値を持つかに依存せず，ある種

の望ましい性質が達成できることを保証することがで

きる．このような問題はメカニズムデザイン3)と呼ば

れ，ミクロ経済学/ゲーム理論の一分野として活発な

研究が行われている．

以下，支配戦略と支配戦略均衡の定義を示す．

定義 3 あるエージェントにとって，ある戦略が支

配戦略であることの定義は，このエージェントにとっ

て，他の参加者の行動にかかわらず，この戦略を用い

ることが最適である，すなわち効用を最大化できるこ

とを意味する．

定義 4 すべてのエージェントが支配戦略を持つと

き，支配戦略の組合せを支配戦略均衡と呼ぶ．

また，オークションにおいて，ある割当て結果がパ

レート効率的であることの定義は以下のとおりである．

定義 5 この割当てによって，売り手を含めたすべ

ての参加者の効用の和，すなわち，社会的余剰（social

surplus）が最大化される．

一般の場合にはパレート効率性は必ずしも社会的余

剰の最大化を意味しないが，本論文の問題設定では

エージェントは金銭により効用を譲渡することが可能

であり，また，エージェントの効用は準線形であるこ

とを仮定しているため，パレート効率的な割当てでは
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社会的余剰はつねに最大化される3)．

あるオークションプロトコルがパレート効率的であ

ることの定義は以下のとおりである．

定義 6 あるオークションプロトコルがパレート効

率的であるとは，このオークションプロトコルに支配

戦略均衡が存在し，各エージェントが支配戦略を用い

た場合に，パレート効率的な割当てが達成されること

を意味する．

すなわち，オークションプロトコルの設計者が，パ

レート効率的な割当てを達成したい場合には，オーク

ションプロトコルに支配戦略均衡が存在し，支配戦略

均衡において，パレート効率的な割当てが達成される

ように，うまくプロトコルが設計できればよい．

また，オークションプロトコルが個人合理的である

ことを以下のように定義する．

定義 7 あるオークションプロトコルが個人合理的

であるとは，このオークションプロトコルに支配戦略

均衡が存在し，各エージェントが支配戦略を用いた場

合に，エージェントはオークションに参加したことに

より，参加しない場合と比較して効用が減少すること

はないことを意味する．

すなわち，あるエージェントにとって，割り当てられ

た財の支払額は，必ず，その財への評価値以下である．

個人価値の財のオークションプロトコルにおいて，個

人合理性は必須の条件であると考えられる．財の価値

以上の支払額を強制される可能性があるようなオーク

ションには，だれも参加しようとは思わないであろう．

また，あるオークションプロトコルが支配戦略にお

いて誘因両立的（dominant-strategy incentive com-

patible）であることの，通常用いられる定義は以下の

とおりである3)．

定義 8 このオークションプロトコルを用いた場合，

各エージェントにとって，真の評価値を申告/入札す

ることが支配戦略，すなわち他のエージェントの行動

にかかわらず最適な戦略となる．

あるオークションプロトコルが支配戦略において誘

因両立的であれば，真の評価値より過小/過大に申告

しても効用は増加しない．顕示原理3)とは，支配戦略

均衡において，ある性質，たとえばパレート効率性を

保証するプロトコルが実現可能であれば，その性質は

誘因両立的なプロトコルでも実現可能であることを保

証するものである．すなわち，一般性を失うことなし

に C誘因両立的なプロトコルのみに考慮の対象を限

定してよい．

本論文では，架空名義入札の可能性に対応するため，

あるオークションプロトコルが支配戦略において誘因

両立的であることの定義を以下のように拡張する．

定義 9 このオークションプロトコルを用いた場合，

各エージェントにとって，架空名義を利用せず，単一

の名義を用いて，真の評価値を申告/入札することが

支配戦略となる．

本論文では，架空名義入札が可能な場合に，誘因両

立性，個人合理性を保証し，パレート効率的ではない

が，比較的良い割当てが可能な新しい組合せオーク

ションプロトコルの開発を行う．このようなプロトコ

ルを考慮の対象とする理由は，上記のように，誘因両

立性，パレート効率性，個人合理性を同時に満足する

ことは不可能であり，また，これらの 3つの性質のう

ち，個人合理性は必須の条件であり，誘因両立性に関

しては，顕示原理により，プロトコルが誘因両立的で

あることを仮定しても一般性は失われないためである．

また，誘因両立的なプロトコルは，顕示原理によ

り理論的な一般性が保証されることのみならず，イン

ターネットオークションで運用する際に現実的な利点

が存在する．文献 10)で議論されているように，計算

機エージェントが効果的に機能するためには，ユーザ

は自分の選好を明示的に計算機エージェントに対して

表明する必要がある．その一方で，通常の入札のよう

なプロトコルを用いる場合には，他のエージェントに

対しては，表明した選好を知られないように注意しな

ければならない．誘因両立性を満たすメカニズムを用

いれば，他者の選好を知る必要はなくなるため，この

ようなプライバシーに関する難しい問題を回避するこ

とができる．

本論文では以下，GVAについて説明し，GVAが誘

因両立性を満たさない例を示す（2 章）．次に，新しく

開発されたレベル付分割セットプロトコル（Leveled

Division Set，LDSプロトコル）の説明を行い（3章），

LDSプロトコルが誘因両立性を満たすことを証明す

る（4 章）．さらに，財が 2種類の場合に，シミュレー

ション結果を用いて，適切に留保価格を設定すること

により，LDSプロトコルでパレート効率的な割当てに

近い結果が得られることを示す（5 章）．最後に，LDS

プロトコルの性質について議論を行う（6 章）．

2. 一般化Vickreyオークションプロトコル
（GVA）

GVAはクラークメカニズム3)を組合せオークション

に用いたものであり，よく知られているVickreyオー

クション，もしくは第 2価格秘密入札方式を一般化し

たものである10),12)．第 2価格秘密入札方式とは，単一

の財のオークションにおいて，各エージェントは財に
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対する評価値を入札し，最も高い入札をしたエージェ

ントが財を得て，2番目に高い入札値を支払うという

方式である．GVAの概要は以下のとおりである．

エージェントの集合を N = {1, 2, . . . , n}，すべて
の財の集合を M = {1, 2, . . . , m} とすると，可能な
財の割当て方法は，財を売らない可能性も考慮すると

(n + 1)m 通り存在する．これらを m 要素のベクト

ル G =< g1, g2, . . . , gm > で記述し，G を 1つの割

当てと呼ぶ．各要素 gi は 0 ≤ gi ≤ n の整数値であ

り，財 i がエージェント gi に割り当てられているこ

とを意味する．また，gi = 0 の場合は，その財を販売

しないことを意味する．すべての可能な財の割当ての

集合を SG と記述する．

( 1 ) 各エージェント x は各割当て G ∈ SG に対す

る（必ずしも真とは限らない）評価関数 vx(G)

を売り手に申告する．

( 2 ) 売り手はエージェントが申告した評価値の総和，

すなわち社会的余剰を最大化する，以下で定義

される最適な割当て G∗ を決める．

G∗ = arg max
G∈SG

(
∑

y∈N

vy(G))

( 3 ) 落札者に支払額を伝える．このとき，エージェ

ント x の支払額 px は以下で定義される．

px =
∑

y �=x

vy(G
∗
∼x)−

∑

y �=x

vy(G
∗) (1)

ここで，G∗
∼x は，以下で定義される，x 以外のエー

ジェントが申告した評価値の総和を最大化する割当て

である．

G∗
∼x = arg max

G∈SG
(
∑

y �=x

vy(G))

GVAでの支払額の直感的な意味は以下のとおりで

ある．もしエージェント x がオークションに参加し

なければ，選ばれる財の割当ては G∗ ではなく，G∗
∼x

になっていたはずであり，xがオークションに参加す

ることにより，x 以外のエージェントの社会的余剰は，

式 (1)で与えられる額だけ減少している．GVAでは

エージェントは，自分の存在によって生じる，他のエー

ジェントの社会的余剰の減少分を負担するものと考え

ることができる．GVAは，架空名義入札がなければ

誘因両立性を満たすことが知られている．詳しい証明

については文献 3)，10)，12)等を参照されたい．

以下に GVAの適用例を示す．

例 1 2種類の財 A，Bを対象としたオークション

に，3人のエージェントが参加しており，以下の評価

値を申告しているとする．エージェントの評価値は，

（財 Aのみに関する評価値，財 Bのみに関する評価

値，財A，Bの両方を同時に保有することに対する評

価値）の組で表現される．

• エージェント 1の入札：(6, 0, 6)

• エージェント 2の入札：(0, 0, 8)

• エージェント 3の入札：(0, 6, 6)

エージェント 1は財 Aのみが必要であり，財 Bを得

ても効用の増分は 0である．一方，エージェント 2の

評価値は all-or-nothingであり，財を片方だけ保有し

た場合の評価値は 0である．エージェント 3は財 B

のみを必要とする．

この場合，エージェント 1に財A，エージェント 3に

財Bが割り当てられる．エージェント 1の支払額は以

下のように計算される．エージェント 1がオークショ

ンに参加しない場合，エージェント 2が両方の財を

得て，社会的余剰は 8となる．一方，エージェント 1

がオークションに参加した場合，エージェント 3が財

Bを得ており，エージェント 1以外のエージェントの

社会的余剰は 6となる．よって，支払額は 8− 6 = 2

となる．エージェント 3の支払額も同様に 2となり，

エージェント 1および 3の効用はそれぞれ 6− 2 = 4

となる．

次に，GVAが架空名義入札に対して頑健でない，す

なわち，真の評価値を申告することが支配戦略均衡と

ならない例を示す．

例 2 エージェント 1，2なる 2人のエージェント

のみがオークションに参加している状況を考える．

• エージェント 1の入札：(6, 6, 12)

• エージェント 2の入札：(0, 0, 8)

この結果，エージェント 1に両方の財が割り当てら

れ，支払額は 8となる（エージェント 1が参加しない

場合の他のエージェントの社会的余剰は 8，参加した

場合は 0であるため）．このとき，エージェント 1の

効用は 12− 8 = 4 となる．

一方，エージェント 1はエージェント 3なる架空名

義を用いて，例 1と同じ状況を作闖 oすことが可能で

ある．このとき，エージェント 1に財A，エージェン

ト 3に財 Bが割り当てられ，それぞれの支払額は 2

である．結局，エージェント 1は両方の財を得て，支

払い金額の合計は 4，効用は 12− 4 = 8となる．よっ

て，エージェント 1は架空名義入札により，効用を増

加させることができ，真の評価値を申告することが支

配戦略均衡とはならない．
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3. 架空名義入札に対して頑健なオークション
プロトコル

3.1 基本的なアイデア

架空名義入札が可能な場合に，誘因両立性を保証す

るプロトコルとして，最も単純で自明なものとしては，

つねに財をセットで売るというものが考えられる．こ

の場合は，問題は単一財のオークションと同じとなり，

通常の第 2価格秘密入札，すなわち，最も高い評価値

を付けたエージェントが財を得て，2番目に高い入札

額を支払うという方式を用いれば誘因両立性は保証さ

れる．このプロトコルをセットプロトコルと呼ぶ．

すべての財が互いに補完的，すなわち，財をまとめ

て保有する場合の価値が，財を個別に保有する場合の

価値の和よりも大きければ，財をまとめて売ることは

意味があるが，財が代替的な場合には，すべての財を

つねにまとめて売ることは明らかに無駄が多く，社会

的余剰および売手の収入は，GVAを用いる場合と比

較して，著しく減少することが予想される．

最も単純な，財が A，Bの 2種類の場合を考えると，

社会的余剰を増加させるためには，つねに財をセット

で売るのではなく，ある場合には財をまとめて売り，

ある場合には個別に売るというように，入札状況に

応じて，売り方を変えられるプロトコルの方が望まし

いと考えられる．一方，架空名義入札の効果がないこ

とを保証するためには，以下の条件が成立する必要が

ある．

命題 1 財A，Bが単独で異なるエージェントに売

られる場合，これらのエージェントの支払額の和は，

財 A，Bのセットに対する最大の評価値より大きい．

この条件が成立しない場合，財A，Bを単独で落札

した複数のエージェントが，実際には同じエージェン

トの架空名義である可能性が生じる．しかしながら，

支払額に関する上記の条件を満足するように，誘因両

立的なプロトコルを設計することは困難である．たと

えば，以下のようなプロトコルは誘因両立性を満足し

ない．

頑健でないプロトコル： GVAを用いて暫定的な勝者

と支払額を決定する．財A，Bが単独で異なるエー

ジェントに売られ，支払額の和が命題 1 の条件を

満さない場合，すなわち支払額の和が財A，Bの

セットに対する最大の評価値より小さい場合は，

財をセットで売る（支払額はセットに対する二番

目の評価値とする）．その他の場合は GVAの結

果を用いる．

例 1 の状況を考えると，GVAによれば財A，Bは

単独に異なるエージェントに売られるが，命題 1 の

条件を満足しないため，財はセットでエージェント 2

に売られることになる．よってエージェント 1は財を

得ることができず，効用は 0である．しかしながら，

エージェント 1は，エージェント 4，5なる架空名義

を用いて以下の状況を生じさせることができる．

• エージェント 1の入札：(6, 0, 6)

• エージェント 2の入札：(0, 0, 8)

• エージェント 3の入札：(0, 6, 6)

• エージェント 4の入札：(3, 0, 3)

• エージェント 5の入札：(0, 5.9, 5.9)

この場合，GVAを用いた結果，財Aはエージェント 1

に，財 Bはエージ Fント 3に割り当てられ，支払額

はそれぞれ 3と 5.9となり，命題 1 の条件を満足す

る．架空名義入札が可能な場合，他者の支払額を操作

することは容易である．ここではエージェント 1は，

エージェント 3に多額の支払いを強要することによ

り，自分に財が割り当てられるように操作している．

誘因両立性を保証するためには，多くの場合，支払額

は 2番目の価格に準ずるものが用いられるのが通例で

ある．誘因両立的なプロトコルを設計するためには，

支払額の計算に不可欠である 2番目の価格の情報を用

いずに，上記の支払額に関する条件を満足させる必要

があるという，非常に困難なジレンマを解決しなけれ

ばならない．

本論文で提案する新しいオークションプロトコルで

は，留保価格（それ未満では売らない価格）を用いる

ことにより，このジレンマを解決している．財 A，B

に対する留保価格を rA，rB としよう．財A，Bのセッ

トに対する最大の評価値が，rA + rB より小さいとき

に限り，財を個別に販売することにすれば，上記の条

件を満足することができる．以下に，このアイデアを

一般化したレベル付分割セットプロトコル（Leveled

Division Set，LDSプロトコル）の詳細を示す．

3.2 レベル付分割セットプロトコル

以下，いくつかの記法の定義を行う．見やすさのた

め，集合を表現するのに ()，{}，[]の 3種類の区切り

記号を用いる．

• エージェントの集合 N = {1, 2, . . . , n}
• すべての財の集合 M = (1, 2, . . . , m)

• 財の分割 D = {S|S ⊆ M}，ただし，∀S，S′ ∈
D，S 
= S′ に関して，S ∩ S′ = ∅ が成立するも
のとする☆．

☆
⋃

S∈D
S ⊆ M であればよく，

⋃
S∈D

S = M である必要は

ない．
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case 1 case 2 case 3

level 1 [ {(A, B)} ] [ {(A, B, C)} ] [ {(A, B, C, D)} ]
level 2 [ {(A), (B)} ] [ {(A, B)}, {(B, C)}, {(A, C)} ] [ {(A, B, C)}, {(B, C, D)}, {(A, D)} ]
level 3 [ {(A), (B), (C)} ] [ {(A), (D), (B,C)} ]

図 1 レベル付分割セットの例
Fig. 1 Example of leveled division sets.

• 各財 j に対して，留保価格 rj を定義する．

• 財の集合 S に対して，R(S) を
∑

j∈S
rj と定義

する．

レベル付分割セットは以下のように定義される．

• レベル 1, 2, . . . , max level が定義される．

• 各レベル i に対して，分割セット SDi =

[Di1, Di2, . . .] が定義される．

ただし，各レベルの分割は以下の性質を満たすものと

する．

( 1 ) SD1 = [{M}] —レベル 1の分割の集合は，す

べての財の集合のみからなる集合である．

( 2 ) あるレベルの，ある分割中の 2個以上のセット

の和集合は，必ず，より小さいレベルの，いずれ

かの分割中に含まれている．すなわち，∀i ≥ 2，

∀Dik ∈ SDi，∀D′ ⊆ Dik，ただし | D′ |≥ 2

に対して定義される Su =
⋃

S∈D′ S に関して，

j < i なるレベル j が存在し，レベル j の

分割セット SDj に関して，Djl ∈ SDj かつ

Su ∈ Djl なる分割 Djl が存在する．

( 3 ) あるレベルの，ある分割中の任意のセットは，

他のレベルの分割には含まれない☆．すなわ

ち，∀i，∀Dik ∈ SDi，∀S ∈ Dik，∀j 
= i，

∀Djl ∈ SDj，S 
∈ Djl．

図 1に，レベル付の分割セットの例を示す．case 1

は A，Bの 2 種類の財がある場合のレベル付の分割

セットの例を，case 2と case 3は，それぞれ 3種類，

4種類の財がある場合の分割セットの例を示す．

以下，エージェント 0 をダミーのエージェントと

して，ダミーエージェントの各財 j に対する評価値

は，留保価格 rj に等しいものとする．ある分割 D =

{S1, S2, . . . , Sl} に関して，以下の条件を満足する財
の割当て G =< g1, g2, . . . , gm > を，D に従った財

の割当てと呼ぶ．

( 1 ) 分割中の同じセットに属する財は，同じエージェ

ントに割り当てられる．すなわち，∀S ∈ D，∀i，

j ∈ S に関して，gi = gj が成立 する．

( 2 ) 2つの財が分割中の異なるセットに属し，ダミー

☆ 2番目の条件は，ある分割中の 2個以上のセットの和集合に関
するものであるため，この 3番目の条件とは矛盾しない．

以外のエージェントに割り当てられる場合には，

これらの財は異なるエージェントに割り当てら

れる．すなわち，∀S，S′ ∈ D，where S 
= S′，

∀i ∈ S，∀j ∈ S′ に関して，gi 
= gj もしくは

gi = gj = 0 が成立する．

( 3 ) 分割中のセットに含まれていない財は，ダミー

のエージェントに割り当てられる．すなわち，

∀iに関して，もし ∀S ∈ D，i 
∈ S が成立する

なら，gi = 0 が成立する．

注意すべきこととして，分割中のセットに含まれてい

ない財のみならず，分割中のあるセットに含まれる財

すべてを，ダミーのエージェント 0に割り当てること

も許されていることがある．

レベル i の分割の集合 SDi = [Di1, Di2, . . .] に関

して，SDi の要素の各分割に従った財の割当ての集

合の和集合を SGi と記述する．

レベル付分割セットプロトコルを実行する場合，オー

クションの主催者はレベル付分割セットと留保価格を

決定し，参加者に対して公表する．各エージェント x

は，各財のサブセット S に関して，（真とは限らない）

評価値 B(x, S) を申告する．可能な財の割当て G に

関する，エージェント x の申告された評価値 vx(G)

は，集合 S が x に割り当てられているなら B(x, S)

であり，そうでなければ 0 とする．また，ダミーの

エージェント 0の割当て G に対する評価値を，Gで

ダミーのエージェントに割り当てられている財の留保

価格の和と定義する．

オークションの勝者と支払額は，以下に定義される

手続き LDS(1) を実行することにより決定される．

Procedure LDS(i)

Step 1： 評価値が以下の性質を満たす唯一のエー

ジェント x ∈ N が存在する場合： ∃Dik ∈ SDi，

∃Sx ∈ Dik，where B(x, Sx) ≥ R(Sx)，

以下で定義する GVA(i) の結果と，LDS(i + 1)

の結果を比較し，エージェント x により大きい

効用を与える方を選択する．この場合，エージェ

ント xをピボタルエージェント（pivotal agent）

と呼ぶ．LDS(i + 1) の結果を用いる場合，x 以

外のエージェントに対しては実際には財の割当て

と金銭の譲渡は行わない．ただし，xに割り当て
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る財と支払額の計算においては，他のエージェン

トにも財が割り当てられることを仮定して行う．

Step 2： 評価値が以下の性質を満たす 2 つ以上の

エージェント x1, x2 ∈ N，x1 
= x2 が存在す

る場合： ∃Dik ∈ SDi，∃Dil ∈ SDi，∃Sx1 ∈
Dik，∃Sx2 ∈ Dil，where B(x1, Sx1) ≥ R(Sx1)，

B(x2, Sx2) ≥ R(Sx2)，

GVA(i) の結果を用いる．

Step 3： その他の場合： LDS(i + 1) を呼ぶ．

i = max level の場合は処理を終了する．

Procedure GVA(i)：
∑

y∈N∪{0} vy(G) を最大化

する割当て G∗ ∈ SGi を選択する．エージェ

ント x の支払額 px は，
∑

y �=x
vy(G

∗
∼x) −∑

y �=x
vy(G

∗) で与えられる．ただし，G∗
∼x ∈

SGi は，エージェント x を除いたすべてのエー

ジェント（ダミーエージェント 0を含む）の評価

値の和を最大化する割当てである．

GVA(i)の結果が用いられた場合，LDSプロトコルで

適用されたレベルが i であるという．

3.3 適 用 例

例 3 財が A，Bの 2種類で，留保価格をそれぞれ

50，レベル付の分割を図 1 の case 1のようにおいた

場合を考える．エージェントの申告した評価値は以下

で与えられるとする．

A B AB

エージェント 1 80 0 110

エージェント 2 0 80 105

エージェント 3 60 0 60

財A，Bのセットに対して，留保価格の和（50+50 =

100）以上の評価値のエージェントが複数存在するた

め，LDS(1) で Step 2の条件にマッチし，エージェ

ント 1が財 A，Bのセットを 105で落札する．この

場合はパレート効率的でない割当てが選択されている

（パレート効率な割当てはエージェント 1に A，エー

ジェント 2に Bを割り当てる）．

例 4 問題設定は例 3と同じ．エージェントの評価

値は以下で与えられるとする．

A B AB

エージェント 1 80 0 80

エージェント 2 0 80 80

エージェント 3 60 0 60

財A，Bのセットに対して，留保価格の和以上の評価値

のエージェントが存在しないため，LDS(1)で Step 3

の条件にマッチし，LDS(2) で Step 2の条件にマッ

チする．エージェント 1が Aを，エージェント 2が

Bを得る．エージェント 1は 60を支払い，エージェ

ント 2は留保価格の 50を支払う．

例 5 問題設定は例 3と同じ，エージェントの評価

値は以下で与えられるとする．

A B AB

エージェント 1 80 0 110

エージェント 2 0 80 80

エージェント 3 60 0 60

財A，Bのセットに対して，留保価格の和以上の評価

値のエージェントが 1人だけであるため，LDS(1)で

Step 1の条件にマッチし，エージェント 1がピボタル

エージェントである．GVA(1) の結果は，エージェン

ト 1が A，Bのセットを留保価格の和の 100で買うと

いうものであり，一方，LDS(2) の結果は，エージェ

ント 1が Aを 60で買い，エージェント 2が Bを留

保価格の 50で買うというものである．ピボタルエー

ジェントであるエージェント 1の効用は後者の方が大

きいため，後者の結果が採用され，エージェント 1が

財Aを 60で落札する．一方，財 Bはエージェント 2

には販売されない．エージェント 1に割り当てる財と

支払額の計算においては，エージェント 2に財を割り

当てることを仮定して行うが，実際には他のエージェ

ントへの財の割当ては行われない．

例 5 で財 Bが販売されないのは一見無駄なようで

あるが，他のエージェントに財を販売することにする

と誘因両立性が保証されなくなる．たとえば，例 3で，

エージェント 2は真の評価値を申告すれば財を得るこ

とができず効用は 0である．一方，A，Bのセットに

対する評価値を 80に過少申告すれば，状況は例 5 と

同様になる．この場合，財 Bをエージェント 2に売

ることにすると，エージェント 2は過少申告により利

益を得ることができる．

例 6 3つの財A，B，C，留保価格はすべて 50，レ

ベル付の分割は図 1 の case 2のとおりとする．エー

ジェントの評価値は以下で与えられるとする．

A B C AB BC AC ABC

エージェント 1 60 30 30 90 60 90 120

エージェント 2 30 60 30 90 90 60 120

エージェント 3 30 30 60 60 90 90 120

LDS(3)で，Step 2の条件がマッチする．エージェン

ト 1，2，3がそれぞれ財A，B，Cを得て，支払額は

留保価格の 50である．
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4. 誘因両立性の証明

LDSプロトコルが個人合理性を満足することは自

明である．以下に，LDSプロトコルが誘因両立性を

満足することを証明する．

定理 1 LDSプロトコルは，架空名義入札が可能な

場合でも誘因両立性を満たす．すなわち，各エージェ

ントにとって，架空名義を用いずに，単一の名義で真

の評価値を入札することが支配戦略となる．

定理 1 を証明するため，以下の補題を証明する．

補題 1 LDSプロトコルで，財のセット S を割り

当てられたエージェント x の支払額は，財の留保価

格の和 R(S) 以上である．

証明は以下のとおりである．LDSプロトコルでレベ

ル iが適用されたとする．エージェント xの支払額 px

は
∑

y �=x
vy(G

∗
∼x)−

∑
y �=x

vy(G
∗) で定義され，G∗

でエージェント xは財の集合 S を得ている．考慮の対

象となる割当ての集合 SGi には，S に含まれる財以

外の割当てに関しては G∗ と同じで，S に含まれる財

をダミーエージェントに割り当てる割当て G′ が含ま

れており，
∑

y �=x
vy(G

′) =
∑

y �=x
vy(G

∗) +R(S)が

成立する．G∗
∼x は x以外のエージェント（ダミーエー

ジェントも含む）の評価値の和を最大化する割当てで

あるため，明らかに
∑

y �=x
vy(G

′) ≤ ∑
y �=x

vy(G
∗
∼x)．

よって，支払額 px に関して，以下の式が成立する．

px =
∑

y �=x

vy(G
∗
∼x)−

∑

y �=x

vy(G
∗)

≥
∑

y �=x

vy(G
′)−

∑

y �=x

vy(G
∗) = R(S)

補題 2 LDSプロトコルでは，架空名義入札により

効用を増加させることは不可能である．

証明は以下のとおりである．エージェント xが，x′，

x′′ なる複数の名義で，それぞれ財のセット Sx′，Sx′′

を得て，結果として S = Sx′ ∪ Sx′′ を得ていると

する．また，この結果を与えた LDSプロトコルで適

用されたレベルを i とする．補題 1 より，エージェ

ント x のそれぞれの名義の支払額 px′，px′′ に関し

て，px′ ≥ R(Sx′)，px′′ ≥ R(Sx′′) が成立する．一

方，もしエージェント x が単一の名義で S に関し

て，R(S) なる評価値を表明した場合，レベル付分割

の満たすべき性質より，j < i なるレベル j に，あ

る分割 Djl が存在し，S ∈ Djl となる．この場合，

LDS(j)で，Step 1の条件が成立し，レベル j の分割

で，各セットに関して留保価格の和以上の評価値を表

明しているエージェントは xのみであるため，支払額

px の計算に用いられるのはダミーエージェントの評価

値，すなわち留保価格のみであり，
∑

y �=x
vy(G

∗
∼x) =

R(M)，
∑

y �=x
vy(G

∗) = R(M) − R(S) が成立し，

px = R(S) ≤ px′ + px′′ が成立する．すなわち，エー

ジェント x は単一の名義で S の評価値を表明した方

が，支払額は（同じか）より小さくなる．同様に，エー

ジェントが 3つ以上の名義を用いている場合でも，1

つの名義にまとめて入札した方が，支払額は同じか，

より小さくなることを示すことができ，この補題が成

立する．

補題 2 より，架空名義入札の効果はないことが示さ

れたため，以下，各エージェントが単一の名義で入札

をしていることを仮定して，誘因両立性が成立するこ

とを示す．

次の補題が成立する．

補題 3 架空名義入札が存在せず，LDSプロトコル

で適用されるレベルが変化しない場合，エージェント

は真の評価値を申告した場合に，自分の効用が最大化

される．

証明は以下のとおりである．レベル iが変化しない限

り，考慮の対象となる割当ての集合は SGi で変化しな

い．エージェント xの支払額 px は
∑

y �=x
vy(G

∗
∼x)−∑

y �=x
vy(G

∗)で定義される．エージェント x の割当

て G に関する（真の）評価値を与える関数を ux(G)

と記述すると，エージェント x の効用は，割当て

G∗ の真の評価値と支払額の差で与えられ，ux(G
∗)+∑

y �=x
vy(G

∗)−∑
y �=x

vy(G
∗
∼x)となる．この式の第 3

項は，架空名義入札がなければ xの表明に無関係に決

定されるため，エージェント xは最初の 2項の和を最

大化することにより，効用を最大化することができる．

真の評価値と異なる関数 v′
x(G) 
= ux(G)を申告し割当

てが G′∗となった場合と，真の評価値 vx(G) = ux(G)

を申告して割当てが G∗ となった場合で最初の 2

項の和を比較すると，G∗ は ux(G) +
∑

y �=x
vy(G)

を最大化するように選択されているため，明らかに

ux(G
∗)+

∑
y �=x

vy(G
∗)は ux(G

′∗)+
∑

y �=x
vy(G

′∗)

より大きいか等しい．よって，エージェント x は，

vx(G) = ux(G) となるように，すなわち真の評価値

を申告した場合に，自分の効用を最大化することがで

きる．

次に，レベルが変化するように過大/過少申告をし

ても効用が増加しないことを示す．

補題 4 真の評価値を過大に申告して，LDSプロト

コルで適用されるレベルを減少させても，効用は増加

しない．

証明は以下のとおりである．エージェント x が真の
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評価値を申告した場合に適用されるレベルが iであっ

たとする．真の評価値を過大に申告して，適用される

レベルを j < iにした場合，レベル j の分割に含まれ

るすべての財のセット S に関して，エージェント x

の評価値は R(S) より小さい（そうでなければ，真の

評価値を申告した場合にもレベル j が適用されるは

ずである）．一方，補題 1 より，財のセット S に対す

る支払額は，留保価格の和 R(S) 以上であるため，真

の評価値を過大に申告し，適用されるレベルを減少さ

せても，正の効用を得ることはできない．

補題 5 真の評価値を過少に申告して，LDSプロト

コルで適用されるレベルを増加させても，効用は増加

しない．

証明は以下のとおりである．過少申告により，エージェ

ント x がレベルを増加させることができるのは以下

の 2つの場合のみである．

( 1 ) 真の評価値を申告したとき，エージェント xが

ピボタルエージェントである場合

( 2 ) エージェント xが過少申告することにより，他

のエージェント yがピボタルエージェントとな

る場合

上記の 1の場合，真の評価値を申告した場合において

も，Step 1の処理により，レベルを増加させた場合の

結果をエージェント xが選好するならば，その結果が

用いられる．よって，この場合は過少申告しても効用

は増加しない．上記の 2の場合，y 以外のエージェン

トに財が割り当てられることはなく，エージェント x

の効用は 0である．よって，この場合も過少申告して

も効用は増加しない．したがって，過少申告して適用

されるレベルを増加させても，効用は増加しない．

これらの補題より，定理 1 が導かれる． ✷

5. 評 価

LDSプロトコルでは，レベル付分割セット，留保価

格の決定方法により，得られる社会的余剰は大きく変

化することが予想される．以下，財が A，Bの 2 種

類の簡単な場合に関して，シミュレーションを用いて

留保価格の設定により，社会的余剰がどう変化するか

について評価を行う．レベル付の分割セットは図 1 の

case 1のとおりであるとする．

以下の方法でエージェント x の財に対する評価値

を決定する．

• 財に対する評価値が代替的（どちらか片方があれ
ばよい）か補完的（両方同時に必要）かを決定す

る．サイコロを振って，確率 p で代替的，確率

1− p で補完的とする．

図 2 社会的余剰の比較（p = 0.5）
Fig. 2 Comparison of social surplus (p = 0.5).

– 評価値が代替的な場合：

財A，Bの評価値を，それぞれ [0, 1] の範囲

でランダムに決定する．財A，Bのセットの

評価値は，財 Aの評価値と財 Bの評価値の

大きい方とする．

– 評価値が補完的な場合：

財 A，Bの評価値はともに 0とする．財 A，

Bのセットの評価値を，[0, 2] の範囲でラン

ダムに決定する．

図 2 は，p = 0.5，エージェントの個数を 10とし

て，100通りの異なるインスタンスを生成した場合の，

LDSプロトコルで各財の留保価格（財A，Bの留保価

格は同じ）を 0から 1に変化させた場合の社会的余剰

の平均を示す．比較のため，架空名義入札は存在しな

いことを仮定した場合の GVAの結果☆，すなわちパ

レート効率的な割当ての社会的余剰，およびセットプ

ロトコルを用いた場合の社会的余剰の平均値を示す．

図 2 での GVAの社会的余剰の平均は 1.79，つねに

セットで売る場合の社会的余剰の平均は 1.66である．

図 3に，他の設定は同じで，p = 0.7 とした場合の

結果を示す．この場合の GVAの社会的余剰の平均は

1.78，つねにセットで売る場合の社会的余剰の平均は

1.50である．留保価格を小さく設定すれば，LDSプ

ロトコルで得られる結果はつねにセットで売る場合と

等しい．適切に留保価格を設定することにより，つね

にセットで売る場合と比較して社会的余剰が増大する

ことが示されている．また，代替的なエージェントが

存在する確率が高くなると，つねにセットで売る場合

と GVAの差が大きくなり，LDSプロトコルの効果も

☆ 架空名義入札が可能な場合に GVAを適用した結果がどうなる
かは，支配戦略均衡が存在しないため予想不可能である．



Vol. 43 No. 6 架空名義入札に頑健な組合せオークションプロトコル 1823

図 3 社会的余剰の比較（p = 0.7）
Fig. 3 Comparison of social surplus (p = 0.7).

大きくなることが示されている．

6. 議 論

著者らの知る限りにおいて，LDSプロトコルは架

空名義入札に対する頑健性が保証される，自明でない

最初のプロトコルである．本プロトコルの問題点の 1

つとして，留保価格とレベル付分割セットが適切に設

定されないと，財が販売されない可能性があるという

ことがある．一方，架空名義に対する頑健性が保証さ

れない，すなわち，支配戦略において誘因両立的でな

いプロトコルを用いた場合，どのような社会的余剰が

得られるかはエージェントの用いる戦略に依存し，結

果を予測することは非常に困難である．

一方，本プロトコルの利点として，GVAと比較し

て，プロトコルの実行のための通信/計算のコストが

削減されるということがある．GVAを実行するため

には，入札者はすべての可能な財の部分集合に関し

て評価値を入札する必要があり，勝者および支払額を

決定するためには，複雑な最適化問題を解く必要があ

る1),9)．本プロトコルを用いる場合，割当て可能な部

分集合はレベル付の分割セットであらかじめ限定され

ており，入札者はこれらに関してのみ評価値を申告す

ればよい．勝者，および支払額の計算のために探索す

べき状態も，GVAを用いる場合と比較して，ごく一

部分のみを対象とすればよい☆．

7. 結 論

本論文では，架空名義入札に対して頑健性が保証さ

れる，新しい組合せオークションプロトコルを提案し

☆ もちろん，このように考慮の対象とする状態数を限定しているた
め，本プロトコルではパレート効率的な割当ては実現できない．

た．本論文で提案するプロトコルは，財の留保価格を

用いて，財をまとめて売るか，個別に売るかの判断を

する点が特徴であり，パレート効率性は保証できない

が，誘因両立性，個人合理性を満たす．本プロトコル

において，適切な留保価格を設定することにより，す

べての財をセットで売る単純なプロトコルよりもはる

かに良い割当てが可能であることをシミュレーション

により示した．

今後の課題として，どのようにレベル付分割セット，

および留保価格を決定したら，社会的余剰，もしく

は売り手の収入が最大化できるかということがある．

エージェントの評価値の分布に関して，一定の知識が

あることを前提として，社会的余剰，もしくは売り手

の収入を最大化するようなレベル付分割セット，およ

び留保価格の決定方法について研究を進めている．
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